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1 はじめに 

1.1 計画の策定にあたって 

(市長挨拶等が入る⇒計画策定時までに文言調整) 
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1.2 計画の位置づけ 

（1）法律での位置づけ 

本計画は「持続可能な運送サービスの提供の確保に資する取組を推進するための地域公共交通の

活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律」(令和 2年 11月 27日施行)(地域公共交通活

性化再生法)に定める「地域公共交通計画」であり、法定計画になります。 

「地域公共交通計画」は「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにするマ

スタープランとしての役割を持っています。本市の旅客運送サービスの全体ビジョンや政策推進の

観点を示しており「地域公共交通政策の憲法」とも表現されるものになります。 

 

（2）本市での位置づけ 

本計画は本市における地域公共交通の最上位計画として、今後の事業推進の根拠となる重要な計

画です。本計画の内容は、本市の最上位計画である名取市第六次長期総合計画に示す方針に沿うも

のであり、また関連する他計画とも整合を図って策定しています。 

 

 
図 本計画の位置付け 

 

1.3 計画期間 

本計画の計画期間は 2023年度～2027年度の 5ヶ年とします。 

 

1.4 計画の範囲 

本計画の範囲は本市全域とします。 

ただし、今後の事業推進の中で周辺自治体とも連携が必要な場合は、個別の事業ごとに協議の上、

事業範囲を調整します。 

 

名取市第六次長期総合計画
(2020～2030年度)

愛されるふるさと なとり
～共に創る 未来へつなぐ～

名取市地域公共交通計画
(2023～2027年度)

整合

他計画

名取市
都市計画

マスタープラン

名取市第五次
国土利用計画

第二次名取市
環境基本計画

など

連携・整合
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2 本市の現状 

2.1 本市の地域公共交通の運行状況 

2.1.1 鉄道の運行状況 

（1）概況 

本市内には、東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)と仙台空港鉄道株式会社(仙台空港鉄道)の 2事

業者が運行しています。JR東日本は東北本線・常磐線の 2路線、仙台空港鉄道は仙台空港アクセス

線の 1路線があります。JR東日本は名取駅・館腰駅の 2駅、仙台空港鉄道は名取駅、杜せきのした

駅、美田園駅、仙台空港駅の 4駅が位置しています。 

特に名取駅については、JR東日本と仙台空港鉄道が相互に乗入れており、名取駅は JR東日本・仙

台空港鉄道のそれぞれの路線の結節点となっています。 

 

 
図 鉄道のネットワークの状況 

  



名取市地域公共交通計画 2. 本市の現状 

-4- 

（2）JR 東日本の利用状況 

名取駅の利用者数は、2007年の仙台空港アクセス線開業以降増加傾向にあります。2019年度は

2007年度の約 1.6倍にあたる約 2.7万人/日まで増加しています。 

また、館腰駅の利用者数は、約 0.4～0.5万人/日で推移しております。 

しかし、2駅とも、コロナ禍により利用者数は減少しています。 

 

 
※出典資料の掲載データは「乗車人員」であり、仙台空港鉄道のデータとの整合性確保のため、乗車人員を 2 倍した

数値を「乗降人員」としている。 

※名取駅の乗降人員には、仙台空港鉄道利用者を含む。 

資料：各駅の乗車人員(JR 東日本 HP、名取市統計) 

図 JR 東日本の利用者数  
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【Point】 

・コロナ禍前までは利用者数が増加傾向 

・コロナ禍以降、名取駅・館腰駅とも利用者数が減少 
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（3）仙台空港鉄道の利用状況 

杜せきのした駅の利用者数は、2007年度から 2009年度にかけて減少していましたが、その後は

2019年度まで増加傾向にあります。 

美田園駅は、3駅の中では乗降人員が最も少なく、開業初年度の 2007年度には 240人/日でした

が、2019年度には 1,525人/日まで増加しています。 

仙台空港駅の利用者数は仙台国際空港のアクセス駅であることから空港の利用状況により影響を

受けて、利用者数が大きく変動しています。 

いずれの駅も、コロナ禍により利用者数は減少しています。 

 

 
資料：各期事業報告及び計算書類(仙台空港鉄道(株)) 

図 仙台空港鉄道の利用者数 
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【Point】 

・コロナ禍前までは利用者数が増加傾向 

・コロナ禍以降、3 駅とも利用者数が減少 



名取市地域公共交通計画 2. 本市の現状 

-6- 

2.1.2 バスの運行状況 

（1）概況 

本市のコミュニティバス「なとりん号」と宮城交通株式会社(宮城交通)、株式会社タケヤ交通 (タ

ケヤ交通)、仙台バス株式会社(仙台バス)が運行しています。なとりん号は市内全域、宮城交通は市北

西部から仙台市内、タケヤ交通は長町駅から仙台空港、仙台バスは館腰駅から仙台空港に路線があり

ます。 

 

表 運行路線 

事業者 系統数 

名取市(なとりん号) 幹線路線：6 系統、生活路線：6 系統（令和 4 年度時点） 

宮城交通 名取市内～仙台市中心部：3 系統、名取市内～長町駅周辺：4 系統 

タケヤ交通 仙台空港～長町：1 系統 

仙台バス 岩沼駅・館腰駅～仙台空港：1 系統 

 

 

 
図 市内のバス路線網 
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（2）利用状況 

令和 3年度末時点において、なとりん号の乗車人員は幹線路線の各路線については増加傾向、生

活路線の各路線については横ばいで推移しています。 

幹線路線・生活路線ともに路線全体の利用者数は増加傾向にありましたが、コロナ禍を受け減少

しています。 

 
図 なとりん号(幹線路線)の利用者数 

 

 

図 なとりん号(生活路線)の利用者数 

  

幹線路線 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
まちなか循環線 48,761 48,120 49,143 61,760 66,797 52,911 54,662
愛島線 134,656 144,528 147,793 148,801 147,078 116,216 132,751
愛の杜線 61,025 63,387 61,787 61,760 66,797 61,509 63,535
県立がんセンター線 27,073 31,375 30,402 39,703 43,626 30,859 30,790
高舘線 67,301 72,083 67,573 40,019 41,326 38,555 39,292
閖上線 9,791 9,640 15,345 32,181 39,458 38,677 41,947

合計 348,607 369,133 372,043 384,224 405,082 338,727 362,977
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生活路線 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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下増田線 4,548 5,570 6,133 4,721 4,690 3,159 3,290
美田園下余田線 1,043 1,057 1,050 1,129 1,342 978 925
東部閖上循環線 15,763 21,760 17,814 17,756
上余田線 1,822 2,467 3,916
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【Point】 

・コロナ禍前までは幹線路線・生活路線ともに利用者数が増加傾向 

・コロナ禍以降、各路線で利用者数が減少 
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（3）収支状況 

令和 3年度におけるなとりん号の収支状況をみると、幹線路線では収支率(支出に対する収入の割

合)が高く、愛島線や愛の杜線、県立がんセンター線では、収支率が 100％を超えています。また、

そのほかの幹線路線についても、収支率は 50％を超えています。 

一方で生活路線に関しては、ほとんどの路線で収支率が 10％未満であり、運行に係る費用のほと

んどを収入で補えていない状況です。 

 

表 なとりん号の幹線路線と生活路線の収支状況(2021 年度) 

種別 運送収入(千円) 委託料(千円) 収支率 

幹線路線 63,763 67,216 94.9% 

生活路線 6,638 75,558 8.8% 

路線全体 70,401 142,774 49.3% 

 

 

※各路線の運送収入は、運行事業者の報告をもとに、なとりん号全体の運送収入を路線ごとの利用者数で案分して算

出している。 

※各路線の委託料は、運行事業者の報告をもとに、運行事業者別の委託料を路線ごとの走行距離数で案分して算出し

ている。 

※収支率＝運送収入÷委託料 

図 なとりん号の路線別の収支状況(2021 年度) 

  

　運送収入（千円） 9,602 23,320 11,161 5,409 6,902 7,369 565 1,492 854 475 133 3,119
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【Point】 

・幹線路線は収支率が高い 

・生活路線は収支率が低い 
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2.1.3 タクシーの運行状況 

本市内には 3事業者のタクシー営業所が立地しています。その他、市外近郊も含めると、10事業者

以上が運行しています。 

 

表 本市周辺のタクシー事業者 

立地 事業者 所在地 備考 

市内 

(有)増田タクシー 名取市 高舘  

(株)なとり川交通 名取市 相互台  

名取交通(株) 名取市 大手町  

市外 

観光第一交通(株) 仙台市太白区  

(株)杜の都交通 仙台市太白区  

南仙台第一交通(株) 仙台市太白区  

稲荷タクシー(有) 仙台市太白区、岩沼市 本社営業所、岩沼営業所 

永楽交通(株) 仙台市太白区  

(株)グリーンキャブ 仙台市太白区  

宮城タクシー(株) 仙台市太白区  

(有)ひろせ川交通 仙台市太白区  

ＫＭ仙台タクシー(株) 仙台市太白区  

(有)延生プランニング 仙台市太白区  

 

 
図 市内のタクシー事業所の立地  
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2.1.4 その他の交通モード 

本市には、鉄道・バス・タクシーのほかにスクールバスなどのその他の交通モードが運行していま

す。 

（1）スクールバス 

愛島小学校・館腰小学校・みどり台中学校・閖上小中学校において、遠方からの通学手段として

運行しています。運行便数は学校により異なります。 

 

（2）買い物バス 

2020年度から本市の「買い物機能強化支援事業」の活用して、商業施設を経営する民間事業者が

主体となって運行しています。ゆりが丘・みどり台・那智が丘の住宅地、名取が丘、館腰・飯野

坂・植松の住宅地と愛島郷のスーパーマーケットを結ぶ運行ルートとなっています。 

 

（3）福祉有償運送・ボランティア輸送 

高齢者や障がい者の移動を支える福祉有償運送に関しては、市内で 3事業者が運行しています。

また、住民などの有志がボランティアで移動を支える活動を北西部の山手丘稜団地（ゆりが丘・那

智が丘・みどり台）で 2団体が実施しています。 

 

 
図 スクールバス・買い物バスの運行状況  
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2.1.5 地域公共交通の利用に関する支援サービス 

本市や交通事業者では、様々な人が地域公共交通をより利用しやすくするための支援サービスを展

開しています。 

 

表 支援サービスの例 

実施主体 取組み名 概要 

名取市 

なとりん号 

障がい者運賃割引 

【市内在住の障がい者】 

・幹線路線・生活路線を無料で利用できる取組みを

実施 

【市外在住の障がい者】 

・幹線路線は普通運賃や定期券運賃の割引を実施 

・生活路線は一乗車一律 100 円とする取組みを実施 

福祉バス乗車券・

福祉タクシー利用

券交付事業 

・高齢者や障がい者になとりん号回数券や IC カード

「icsca」チャージ券、タクシー利用券、自動車燃

料助成券のいずれかを交付 

宮城交通 障害・福祉割引 

・障がい者などの普通運賃や定期券運賃を割引く取

組みを実施 

・割引率は障がいの種類などに応じて設定 

JR 東日本 障害者割引制度 
・全路線を対象に障がい者の普通運賃や定期券運賃

を割引く取組みを実施 

仙台空港鉄道 障害者割引制度 
・全路線を対象に障がい者の普通運賃や定期券運賃

を割引く取組みを実施 
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2.1.6 鉄道・バスによる市域のカバー状況 

市内の総人口のうち約 9割については鉄道もしくはバスのいずれかを利用できる環境に居住してい

ます。また、高齢者の約 9割は鉄道もしくはバスを利用できる環境に居住しています。 

 

 

図 鉄道・バスによる人口カバー率 

 

 
図 鉄道・バスの圏域の状況  

【Point】 

・市内の約 9 割を鉄道・バスでカバー 
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2.2 本市の移動実態 

2.2.1 自動車の保有状況 

自家用車保有台数(乗用車と軽自動車の合計台数)は増加傾向です。1世帯あたり約 2台(乗用車 1台

＋軽自動車 1台)を保有しています。1世帯あたりの乗用車保有台数は 2005年度から横ばいで推移して

います。 

一般財団法人自動車検査登録情報協会の公表している統計情報によると、隣接市である仙台市の１

世帯あたりの自家用車保有台数は 1.02台(2020年現在)です。全国平均が 1.04台/世帯であることも考

慮すると、本市の１世帯あたりの自家用車保有台数は高いといえます。 

 

 
図 自動車の保有状況 
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【Point】 

・1 世帯あたりの自家用車保有台数は全国平均よりも高い 

 全国：1.04 台/世帯  本市：1.8 台/世帯 
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2.2.2 アンケートを通じた移動実態の分析 

（1）アンケートの概要 

名取市民の移動実態やなとりん号をはじめとする市内移動の満足度、ならびにこれからの公共交

通の在り方などについて意向を把握し、計画検討の基礎資料とするため、2020年 11～12月にかけ

て、市民アンケート調査を実施しました。 

 

表 実施内容 

実施方法 ・郵送配布・郵送回収 

実施期間 ・2020 年 11 月中旬～12 月上旬 

対象者 
市内在住 15 歳以上の市民約 6.7 万人から、無作為に抽出

した 4,000 人 

調査項目 

●回答者の基本属性 

・性別 ・年齢 ・家族構成 ・自動車運転の有無 

・自動車を利用できる環境 など 

●移動実態 

・外出目的別の頻度 ・主な行き先 ・主な移動手段 

●公共交通の利用状況 

・鉄道、タクシー、なとりん号の利用状況や利用頻度 

・鉄道、タクシー、なとりん号の利用理由 

●なとりん号の利用状況 

・なとりん号利用者の利用路線 

・なとりん号の運行サービスに対する満足度 

●なとりん号の今後の利用意向 

・なとりん号の運行サービス改善時の利用意向 

・これからのなとりん号のあり方に対する意向 

・新しい交通モードに対する行政支援の是非、利用意向 

・公共交通に対する自由意見 

有効回答数 2,042 票 

回収率 51.1% 
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（2）目的別の代表交通手段 

目的別の代表交通手段の分担率をみると、すべての目的において自家用車の利用割合が高い結果

であり、日常生活の移動では、自家用車に依存していることが分かりました。買い物や趣味・娯楽

では特に自家用車の割合が高くなっています。 

通勤・通学目的では、市域を超えた移動が主であることから、鉄道の割合が高い傾向にあります。 

 

 
図 市内の目的別の代表交通手段 

 

 

《参考》 代表交通手段について 

移動に関する分析の際に「代表交通手段」という考え方があります。 

一般的にひとつの移動はいくつかの交通手段で成り立っています。例えば、通勤する際には、自宅か

ら駅までは路線バス、駅間は鉄道、駅から勤務先までは徒歩というように路線バスと徒歩、鉄道が組み

合わさっています。 

この移動で用いた主な交通手段を「代表交通手段」といいます。代表交通手段については、優先順位

が決まっており、【鉄道→バス→自動車→二輪車→徒歩】の順となっています。前述したような移動の

例の場合は、鉄道が代表交通手段になります。 

 

 

出典：都市における人の動きとその変化～平成 27 年全国都市交通特性調査集計結果より～(国土交通省) 

図 移動の考え方 

《凡例》

買い物 N=1,938

通勤・通学 N=1,271

通院 N=1,223

趣味・娯楽 N=1,412

徒歩

5.3

3.1

7.0

5.2

自転車・バイク

7.0

6.1

7.3

5.8

バス・タクシー

4.7

5.0

6.8

4.9

鉄道

4.5

22.3

5.6

9.9

自家用車

78.5

63.6

73.3

74.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【Point】 

・日常的な移動は自家用車中心 
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目的別の代表交通手段については、地区によ

っても差があります。例えば、鉄道沿線の地区

では、自家用車の利用が少なく、鉄道などの公

共交通や徒歩や自転車・バイクでの移動が多く

みられます。徒歩での移動の多さは平地で移動

しやすいことが要因であると考えられます。 

一方で山手丘陵団地などでは、自家用車の利

用が多くなる傾向があります。斜面地で徒歩で

移動しづらく、また地区内に買い物施設などが

なく、遠出が必要なため、自家用車での移動が

中心になっていると考えられます。 

 
図 鉄道沿線(増田地区)の目的別の代表的な利用交通手段 

 

 
図 山手丘陵団地(那智が丘地区)の目的別の代表的な利用交通手段  

《凡例》
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趣味・娯楽 N=222

徒歩

8.9

6.1

10.9

6.8
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《凡例》

買い物 N=108

通勤・通学 N=68

通院 N=74

趣味・娯楽 N=90

徒歩

5.4

3.3

自転車・バイク

4.6

5.9

5.4

6.7

バス・タクシー

7.4

11.8

6.8

8.9

鉄道

2.8

19.1

5.4

4.4

自家用車

85.2

63.2

77.0
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図 地区毎の移動手段の違い 

自家用車の利用が多い傾向にある地区 

 

自家用車以外の利用が

多い傾向にある地区 

【Point】 

・鉄道沿線では自家用車以外の利用が多い傾向 

・山手丘陵団地では自家用車の利用が多い傾向 
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（3）駅までの移動手段 

駅までの移動手段をみると、徒歩での移動が高い割合を占めています。 

しかし、相互台東や名取が丘、ゆりが丘などの丘陵地や閖上のように鉄道駅から離れている地区

では、バスでの移動の占める割合が高くなっています。 

 

 

図 地区別の駅までの利用交通手段  

《凡例》

名取市全域 N=623

1.増田 N=108

2.杜せきのした N=31

3.増田西 N=91

4.名取が丘 N=58

5.閖上 N=22

6.下増田 N=10

7.美田園 N=66

8.館腰 N=48

9.愛島 N=15

10.愛島台 N=23

11.愛島郷 N=12

12.愛の杜 N=15

13.高舘 N=19

14.ゆりが丘 N=38

15.相互台 N=16

16.相互台東 N=8

17.那智が丘 N=32

18.みどり台 N=11
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10.0

6.1

8.3

20.0

39.1

33.3

26.7

36.8

71.1

43.8

75.0

50.0

72.7

自家用車

20.9

12.0

16.1

13.2

15.5

27.3

40.0
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【Point】 

・丘陵地や鉄道駅から離れた地区はバス移動の割合が高い 
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（4）目的別の代表的な移動先 

目的別の代表的な移動先に関して、移動の特徴がよくわかる買い物と通勤・通学目的に着目する

と、まず、買い物目的では、北西部の山手丘稜団地とそのほかの地区で移動の傾向が異なることが

分かります。北西部の山手丘陵団地では、住民のほとんどが仙台市太白区に買い物に行っているこ

とが分かり、名取市内での買い物行動が僅少であることが分かります。一方で、そのほかの地区に

関しては、地区内での買い物行動が多くみられます。また、杜せきのしたや愛島郷などの大型商業

施設が立地する地区への買い物もみられます。 

 

 

図 買い物目的での主な移動先  
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【Point】 

・買い物について、市内北西部は太白区への移動需要が高い 
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通勤・通学目的では、ほとんどの地区で仙台市青葉区や太白区といった市外に移動していること

が分かります。通勤・通学目的の移動では、山手丘陵団地とそのほかの地区で顕著な差もみられな

いことから、市内の通勤・通学移動は仙台市方面を着地点としている傾向が伺えます。 

 

 

通勤・通学目的での主な移動先  
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【Point】 

・通勤・通学は仙台市への移動需要が高い 
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（5）運転免許証の有無と日常的な外出頻度 

運転免許証の有無と日常的な外出頻度をみると、運転免許証のない人は外出頻度が著しく低下す

る傾向にあることが分かります。特に、趣味・娯楽では、運転免許証を持っていない人のうち、約 4

割が趣味・娯楽目的での外出をしないと回答しています。 

運転免許証の有無によって、個人の自由な外出に制約がかかってしまっている状況があります。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

図 運転免許証の有無と日常的な外出頻度の関係  
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【Point】 

・運転する人と運転免許を持っていない人で

1 週間あたりの外出頻度に大きな差がある 

【Point】 

・趣味・娯楽では運転免許を持っていない人

の「外出しない」割合が顕著に高まる 



名取市地域公共交通計画 2. 本市の現状 

-21- 

（6）自由に使える自動車の有無と日常的な移動手段 

自由に使える自動車の有無と日常的な移動手段の関係をみると、自動車を自由に使えない人(家族

などに送迎してもらえる人、車は利用できない人)の移動では、バス・タクシー、鉄道の占める割合

が高くなっています。 

自由に使える自動車がない人にとっては、地域公共交通が日常の重要な移動手段になっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 自由に使える自動車の有無と日常的な移動手段の関係 
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1 自分専用の車あり

2 家族の車を優先で使える

3 家族の車があるが自由には使えない

4 家族などに送迎してもらえる

5 車は利用できない

徒歩 自転車・バイク バス・タクシー 鉄道 自家用車（自身で運転） 自家用車（家族等の送迎）

買物

2.0

4.7

6.1
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2.6

2.9

22.7

17.5

25.5
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2 家族の車を優先で使える

3 家族の車があるが自由には使えない

4 家族などに送迎してもらえる

5 車は利用できない

徒歩 自転車・バイク バス・タクシー 鉄道 自家用車（自身で運転） 自家用車（家族等の送迎）

通勤・通学
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3.8

2.1

4.0
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15.7

27.8

1.8

3.3

6.7

12.8
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31.7
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12.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 自分専用の車あり

2 家族の車を優先で使える

3 家族の車があるが自由には使えない

4 家族などに送迎してもらえる

5 車は利用できない

徒歩 自転車・バイク バス・タクシー 鉄道 自家用車（自身で運転） 自家用車（家族等の送迎）

通院

3.6

5.8

4.1

11.6

9.5

2.5

2.1

11.0

14.5

27.0

1.5

1.0

9.6

13.4

28.6

5.7

7.3

23.3

20.3

30.2

82.4

73.8

34.2

4.1

4.4

9.9

17.8

36.0

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1 自分専用の車あり

2 家族の車を優先で使える

3 家族の車があるが自由には使えない

4 家族などに送迎してもらえる

5 車は利用できない

徒歩 自転車・バイク バス・タクシー 鉄道 自家用車（自身で運転） 自家用車（家族等の送迎）

趣味・娯楽

【Point】 

・自動車を自由に使えない人はバス・タクシー、鉄道

での移動が高い傾向 

【Point】 

・趣味・娯楽では、家族に送迎してもらえる人もバ

ス・タクシー、鉄道を利用する傾向 

⇒個人の楽しみのために送迎してもらえることに抵

抗があると推察 
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2.3 本市の地域公共交通を取り巻く環境 

2.3.1 人口 

（1）人口の推移 

本市の人口は増加を続けています。名取市第六次長期総合計画に基づく推計では、2033年までに約

85,600人にまで増加する見通しです。 

高齢化率に関しては、当面、横ばいで推移する見込みです。全国的に少子高齢化や人口減少が進ん

でいますが、本市は生産年齢人口は 2028年、年少人口は 2023年まで増加する見込みです。現状の年

齢構成のバランスを維持した状態でまちが発展していく見込みです。 

 

 
図 年齢階層別の人口の推移 
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（2）人口の分布 

本市の人口の分布をみると、鉄道駅周辺に住民が多く居住していることが分かります。また、丘

陵団地や愛島台などの鉄道沿線から離れた住宅団地にも人口が集中するエリアもありますが、沿岸

部をはじめ南部西部の農村集落にも一定数の市民が居住しています。 

 

 
図 人口分布(再掲) 
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2.3.2 施設立地 

公共施設に関しては、各地区にまんべんなく立地しており、各施設はバスや鉄道などでアクセス

できる環境にあります。 

商業施設に関しては、鉄道沿線を中心に立地しています。また、仙台市と本市の市境付近にも多

くの施設が立地しています。 

 

表 主な施設の例 

種類 施設名 所在地 備考 

公共施設 

名取市役所 名取市 増田  

名取市文化会館 名取市 増田  

サイクルスポーツセンター 名取市 閖上  

医療施設 

宮城県立がんセンター 名取市 愛島  

名取熊野堂病院 名取市 高館  

独立行政法人地域医療機能推進

機構 仙台南病院 
仙台市太白区 

市境付近に立地、なとり

ん号が乗入れ 

商業施設 
イオンモール名取 名取市 杜せきのした  

ホームセンタームサシ名取店 名取市 愛島郷  

教育施設 
名取市立閖上小中学校 名取市 閖上 市内唯一の小中一貫校 

尚絅学院大学 名取市 ゆりが丘  

 

 
 図 施設の立地  
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2.3.3 まちづくり事業 

本市では様々なまちづくり事業が進行しています。例えば、閖上地区では、復興整備事業の一環と

して、住宅地の整備が進んでいます。また、愛島台や相互台東などこれから住宅分譲が進む地区もあ

ります。 

名取市第五次国土利用計画では、今後の土地利用に関しての方向性を示していますが、その中で

は、北釜地区の土地利活用や増田西地区の土地区画整理事業をはじめ、今後進行するまちづくりの計

画があり、更なるまちの発展が想定されます。 

 

 
図 市内で進行するまちづくり事業 

出典：名取市第五次国土利用計画 
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2.3.4 観光動向 

本市の観光入込客数は震災により、大幅に減少し、横ばい傾向が続いていましたが、2019年度には

訪日外国人の増加もあり 120.7万人にまで持ち直しています。 

本市の観光関係者へのヒアリングによると、仙台空港を出発する飛行機の時刻まで間で市内を周遊

する観光行動もみられることが分かっています。 

観光・レジャー施設の立地状況をみると、熊野本宮社や雷神山古墳などの歴史名所、名取市サイク

ルスポーツセンターなどのスポーツ施設など、様々な施設が市内の各所に立地しています。沿岸部で

は、かわまちてらす閖上や名取トレイルセンターが新たに立地し、観光誘客が活発化しています。 

 
図 観光入込客数の推移 

出典：宮城県観光統計概要 

 
図 観光・レジャー施設の立地状況  
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【Point】 

・東日本大震災後に落ち込んだ観光入込客数が回復傾向、コロナ禍での落ち込みも近年回復 

・観光・レジャー施設の中には、公共交通でのアクセスが確保されていないものもある 
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2.3.5 交通事業者の意見 

交通事業者に本市の交通の実態に関して、意見収集しました。 

コロナ禍による利用者数の減少に関しては、各交通モードに大きな打撃となっていることが分かり

ました。今後の地域公共交通の維持のために、各交通モードの連携が重要であるという意見が複数の

交通事業者で共通してみられました。 

 

期間：令和 4年 8月 1日～令和 4年 8月 3日 

 意見交換事業者：鉄道事業者 2社 

         バス事業者 1社 

         まちづくりの関係者 1社 

交通モード 主な意見 

共通 

 コロナ禍により人流が大きく変化 

 コロナ禍により事業者間や事業者・行政間の連携や協力が一層重要 

 事業者間での情報共有など、今後取り組む機会があれば参画したい 

 複数事業者の状況を俯瞰的に鑑みた調整役としての行政 

 市民に親しみ等を持ってもらう必要性(利用することで移動手段を維持・確保

する意識) 

鉄道 

 仙台都市圏の広域的な移動を担う交通モード 

 鉄道単独ではなく、降りた先の交通機関との連携が必要 

 鉄道の前後に利用できる交通機関の運行頻度が鉄道需要にも影響（公共交通機

関ではなく、自家用車利用に流れてしまう） 

バス 

 持続可能性の確保に向けた施策・取組みが重要 

 バスの利用機会拡大を図る取組みが必要 

 他交通モードとの連携が重要 

まちづくりの

関係者 

 沿岸部等には地域公共交通での来訪もあり 

 仙台空港での飛行機の出発時間までの間に名取市内を周遊する来訪も多い 

→バスではなく、自由に移動できるタクシー・レンタカーでの来訪が多い傾向 

 市外来訪者にとってのわかりやすさも重要 

 海外からの来訪もみられるため、英語(多言語)での案内が必要 

 “かわまちてらす閖上”等の主要な観光資源の最寄りバス停の位置が分かりづ

らい(バス停名称から判断しづらい) 

 着地型のツアー等を企画する際には自動車以外の移動手段の有無がツアー内容

に影響 

→基本は“公共交通機関”を利用して来訪してもらうように誘導 
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3 本市のまちづくりの方向性 

3.1 名取市第六次長期総合計画 

3.1.1 概要 

本市の目指すべき発展の方向性と、実現に必要な施策の基本的方向などを示す最上位計画であり、

まちづくりに求められる環境の変化に対応した施策を計画的かつ総合的に推進するための、20年先を

見据えたまちづくりの指針です。 

同計画で目指す本市の将来像として、「愛されるふるさと なとり ～共に創る 未来へつなぐ～」

が示され、「多様な主体による市民本位のまちづくりを進めます」、「地域の特性と魅力を最大限に引き

出します」、「時代の変化に対応した持続的な発展を目指します」の 3つの基本理念のもと、計 17のリ

ーディングプロジェクトを示しています。 

 

 

図 施策の体系 
出典：名取市第六次長期総合計画  



名取市地域公共交通計画 3. 本市のまちづくりの方向性 

-29- 

3.1.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

名取市第六次長期総合計画では、顕在化している公共交通関連の課題として、市民アンケートにお

ける公共バスの満足度の低さ、交通の便の悪さを理由とした転出意向等を挙げています。また、今後

の公共交通関連の課題として、市民ニーズに応じた公共交通体系の構築、高齢者が安心して運転免許

を返納できる移動手段の確保、市民団体等による移動支援等の導入に向けた調査・研究の推進等とし

ています。 

満足度を上げる取り組みとして、具体的な公共交通関連の施策については、「観光の振興」として、

閖上地区と仙台空港を結ぶ舟運事業の促進、仙台空港と近隣の観光資源等を結ぶルートの形成、「安

全・快適な道路整備と公共交通の充実」として、パークアンドライド、サイクルアンドライドなどの

促進、市内交通結節点の交通バリアフリー化の促進を挙げています。 

 

 

 閖上地区の舟運事業 
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3.2 名取市第五次国土利用計画 

3.2.1 概要 

国土利用計画法第 8条の規定に基づき、本市の区域における国土（以下「市土」という。）の利用に

関し、必要な事項を定めるもので、市土の総合的かつ計画的な利用を図る指針とするもので、宮城県

国土利用計画（第五次）を基本とし、名取市第六次長期総合計画基本構想に即して策定しました。 

同計画では、市土利用にあたっての諸課題を踏まえ、「適切な市土管理と高度利用を実現する市土利

用」、「自然と共生した美しくうるおいのある市土利用」、「災害に強く、安全・安心を実現する市土利

用」の 3つを基本方針として、市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要、計

画を達成するために必要な措置の概要を整理しています。 

 

3.2.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

市土利用の基本方針においては、居住機能及び都市機能の集約とともに、公共交通をはじめとする

交通ネットワークの形成によって、都市サービスを享受できる都市づくりを推進することとしていま

す。また、中心市街地では、充実した公共交通を強みとして、中心市街地活性化施策と連動した魅力

ある生活空間を整備することとしています。 

持続可能な市土の管理においては、高齢者等の移動手段が確保されたまちづくりを進めるととも

に、公共交通機関の活性化等によるネットワークの整備を行うこととしています。 

 
図 国土利用計画(構想) 

出典：名取市「名取市第五次国土利用計画」 
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3.3 名取市第六次長期総合計画 地方創生総合戦略版 

3.3.1 概要 

名取市長期総合計画 地方創生総合戦略版は、長期総合計画を地方版総合戦略として活用するため

に、国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の体系に合わせ、第 1期の名取市地方創生総合戦略を

踏まえて長期総合計画から人口減少の克服と地方創生を目的とする施策を選定し、再構成した計画に

なります。 

「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」「名取市とのつながりを築き、新しいひ

との流れをつくる」「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」「ひとが集う、安心して暮らすことがで

きる魅力的な地域をつくる」の 4つを基本目標として、数値目標、具体的な施策ごとの重要業績評価

指標を示しています。 

 

3.3.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

「【基本目標 4】ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」においては、施

策の基本的方向として、安全な道路環境の維持管理と利便性の高い幹線道路の整備、仙台空港周辺の

土地利用を促進するとともに、ニーズに対応した公共交通体系の構築に努めることとしています。 
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3.4 名取市自転車利用環境整備計画 

3.4.1 概要 

名取市自転車利用環境整備計画は、市内における自転車利用者の安全性・快適性の確保、さらには

今後の名取市のまちづくり推進への自転車の寄与を目的に策定した計画です。 

東部から中心部にかけて平坦な地形が広がり、自転車利用に適した環境であることや、閖上地区の

「サイクルスポーツセンター」再整備をはじめ東日本大震災からの復旧・復興事業が進展しているこ

と、市内中心部等で年間 40件以上の自転車事故が発生していることなどを背景として、安全に自転車

利用を推進していくための環境整備について必要性が高まったことにより策定されたものです。 

 

3.4.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

自転車利用環境の課題としては、サイクルスポーツセンターや県道仙台亘理自転車道の復旧を自転

車の利用によるレジャーや観光周遊に結びつけることが挙げられます。 

また、自転車利用環境整備では、名取駅及び仙台空港、閖上地区のサイクルスポーツセンター周辺

を結ぶ方向軸について推進することとしています。 

鉄道駅から離れた閖上地区に、サイクリングや観光周遊を目的とした来訪者を輸送できる公共交通

手段の確保・充実等が求められています。 

 

3.5 名取市地域防災計画 

3.5.1 概要 

大規模地震災害に対処するため、市内での地震災害に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復

旧・復興対策に関して、関係機関が対処すべき事務または業務の大網等を定めることにより、地震防

災対策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生命、身体、財産を地震災害から保護し、また被害を軽

減することを目的として定めた計画です。 

平成 23年に発生した東日本大震災では、甚大な被害が発生した経験を踏まえ、「震災の経験を忘れ

ずに、災害に強い「人・地域・社会」を形成する～災害に対する「判断力・行動力の向上を目指す」

～」を基本理念として、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧・復興対策、原子力災害対策の方針

を示しています。 

 

3.5.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

第 5章原子力災害対策において、原子力発電所事故が発生し、空間放射線量が基準値を超え市民の

一時移転の指示が発令された場合、市民は市が指示した移転先へ、自家用車又は公共交通機関を活用

し、一時移転することとしています。 

 



名取市地域公共交通計画 3. 本市のまちづくりの方向性 

-33- 

3.6 第二次名取市環境基本計画 

3.6.1 概要 

名取市環境基本条例の目的である「現在と将来の市民の健康で文化的な生活の確保」を実現するた

め、環境の目標及び施策の大網などを定め、環境分野の取組を総合的かつ計画的に推進するための計

画です。 

将来像を「愛されるふるさと なとり～共生 そして未来へ～」として、自然環境、生活環境、都

市環境の課題を踏まえた施策の展開、管理目標を示しています。 

 

3.6.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

現況から抽出される主な課題として、温室効果ガス排出抑制及び高齢化の進展を念頭に関連機関と

連携した公共交通の利便性向上を検討することとしています。 

住民意向を把握するために実施したアンケート調査では、今後重要となる市の取組みとして、「バス

や電車などの公共交通網の充実」が挙げられました。 

低炭素なまちづくりを促進する施策としては、パークアンドライドなどの利用促進による公共交通

利用の促進を示しています。 
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3.7 名取市都市計画マスタープラン 

3.7.1 概要 

名取市都市計画マスタープランは、都市計画法第 18条の 2の規定に基づく「市町村の都市計画に関

する基本的な方針」として、名取市の将来像の実現に向け、都市づくりの目標を示し、都市計画の方

針を明らかにする計画です。 

同計画で目指す都市の将来像として、「利便性と可能性を備えたこれからも成長する都市 名取」を

設定しています。 

土地利用、都市施設（道路、公園、下水道等）、市街地開発事業に係る計画は、都市計画マスタープ

ランに基づいて定めています。 

 

3.7.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

現状と課題において、市民アンケートで得られた「住み続けたくない理由」として道路事情や交通

の便の悪さが最も多く挙がっていることが分かっています。 

また、基本構想においては、「主要な都市機能は拠点に誘導し、公共交通ネットワークでつなぐ」こ

ととしています。これに基づいた分野別方針では、公共交通の充実、「なとりん号」の効率的な運営や

路線の定期的な見直し、仙台空港とつながる公共交通の充実等を設定しています。 

地域別構想においては、閖上、館腰、愛島、高舘の各地域で、「なとりん号」や貞山運河の舟運等に

ついて、課題や方針・計画を示しています。 

 

 

3.8 名取市教育振興基本計画 

3.8.1 概要 

教育基本法第 17条第 2項の規定に基づき、名取市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施

策について、その目標や施策の根本となる方針を定めた計画です。 

基本計画の目指す姿を以下のとおり定め、7つの基本目標と成果指標（インディケーター）、目標・

成果指標を実現するため必要となる施策を示しています。 

 

3.8.2 移動や地域公共交通に関する方向性 

目標 2「教育環境の整備」の中「通学環境の充実」の施策として、遠距離通学となる児童生徒の通学

のためスクールバス送迎や助成等に取り組むこととしています。 
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4 本市の地域公共交通の課題 

4.1 現況のとりまとめ 

4.1.1 地域公共交通の運行状況 

地域公共交通の運行状況をみると、鉄道やバス、タクシーによって、市域全域を網羅的にカバーす

るネットワークが形成されています。タクシーについても、複数の事業者が立地しているため、ドア

toドアの移動手段も確保されているといえます。 

さらには、スクールバスや買い物バス、施設送迎などの特定の目的に対応した公的な移動サービス

もあります。また、一部の地区ではボランティア輸送などにより住民自らでより利便性の高い移動手

段を確保しています。移動手段の確保や維持・活性化に関する取組みは交通事業者・市民など様々な

主体が広範に実施しているといえます。 

一方で鉄道・バスについては、コロナ禍によって利用者数が激減しました。今後、コロナ禍前の利

用者数に回復、さらに事業の維持のために利用者数増加を図るための取組みが必要となっています。 

また、各交通モードの事業者に共通して、運転手が高齢化しており、持続可能な体制作りが課題と

なっています。 

 

4.1.2 市民の移動の実態 

市民の移動の実態をみると、自家用車での移動の占める割合が高いことが分かります。一方で丘陵

地の居住者や自家用車を運転しない人、運転できない人は、鉄道やバスでの移動が占める割合が高い

傾向にあります。 

通勤・通学を中心に市外が移動の目的地となることも高い傾向にあります。特に北西部の住宅地で

は、買い物や趣味・娯楽などの移動の目的地が仙台市となっています。北西部とそのほかの地区で

は、移動の目的地に明確な違いがあることが分かります。 

 

4.1.3 地域公共交通を取り巻く環境 

地域公共交通を取り巻く環境をみると、本市の総人口については、今後も増加する見込みです。復

興事業や住宅地の開発などにより、定住人口の増加も見込まれます。特に相互台東地区では、生産年

齢人口・年少人口の増加が顕著です。 

一方で市域全体の年齢構成をみると、老年人口の増加が進んでいます。増田地区や増田西地区では

少子高齢化が進んでおり、さらに、下増田地区や高舘地区、ゆりが丘地区など、若い世代の流入が少

なく、高齢化が急速に進んでいます。 
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4.2 本市の課題の整理 

現状を踏まえて、本市の課題を以下に整理します。 

 

 
図 本市の現況と課題の整理  

本市の現況

地域公共交通の運行状況

複数の交通モードによるネットワーク形成

様々な主体による移動手段の確保や維持・活性化
に関する広範な取組みの実施

コロナ禍による利用者数の減少

市民の移動の実態

自家用車中心の移動

丘陵団地や鉄道駅から離れた地区ではバスが重要
な移動手段

北西部は仙台市が主な移動の目的地

自家用車を利用しない、利用できない住民にとっ
ては鉄道・バスが重要な移動手段

地域公共交通を取り巻く環境

人口は増加見込み

一部の地区では、少子高齢化が進行

住宅地開発などが進み、新たな町の拠点の形成や
定住人口の更なる増加が想定

本市のまちづくりが目指す方向性

本市の課題

課題1：将来にわたる地域公共交通の維持・確保

移動実態踏まえると本市と周辺市を結ぶ地域公共
交通ネットワーク維持は必要不可欠

市内・地区内の移動をカバーするための交通モー
ドが必要

課題2：運行ダイヤやネットワークなどの各
交通モード間の連携

市域全体を網羅的にカバーする地域公共交通ネッ
トワークは強み

市民にとって利用しやすいサービスを目指してい
くことが重要

交通モード間の乗継の不便さなどが普段の移動に
おける困りごと

課題3：まちの変化に対応したネットワーク

地区ごとに異なる人口動態(若年層増加、少子高
齢化の進行)

まちの変化に合わせて、活力や賑わいにつながる
地域公共交通ネットワークの形成が必要

新たなまちの拠点の形成の進行

課題4：限定的な利用に留まる地域公共交通

地域公共交通の利用が限定的

自家用車による移動を徐々に地域公共交通に転換
することが必要

安全・快適な道路整備と公共交通の充実
交通ネットワークの形成によって、都市サービス

を享受できる都市づくりを推進

主要な都市機能の拠点誘導と公共交通ネットワークによ
る接続

低炭素なまちづくりの促進
など



名取市地域公共交通計画 4. 本市の地域公共交通の課題 

-37- 

 

課題 1：将来にわたる地域公共交通の維持・確保 

 本市では、市民の移動が市内では完結せずに、隣接市である仙台市・岩沼市にも至っています。特

に通勤・通学目的での仙台市への移動は顕著にみられます。生産年齢人口・年少人口は微減傾向です

が、進行中の住宅開発での人口増加を見込むと通勤・通学目的での移動需要は今後も維持されると想

定されます。そのため、本市と仙台市を結ぶ鉄道や路線バスネットワークの維持は必要不可欠です。 

また、通勤・通学以外の目的をみると、市内や地区内での移動もあり、広域的な地域公共交通ネッ

トワーク以外に市内や地区内をカバーするための交通モードが必要であることも分かります。 

これらを踏まえ、将来にわたって、本市の地域公共交通を維持・確保していくことが必要です。 

 

課題 2：運行ダイヤやネットワークなどの各交通モード間の連携 

 本市では、様々な交通モードが運行し、市域全体を網羅的にカバーしています。これは本市の強み

であると言えます。一方で市民アンケートの結果などでは、各交通モード間の乗継が不便なダイヤが

組まれていることなどが、普段の移動の上での困りごととなっています。 

本市の地域公共交通を維持・確保していく上では、市民にとって利用しやすいサービスを目指して

いくことが重要です。そのためには、すでに構築されている地域公共交通ネットワークを生かしつ

つ、各交通モードの連携を図る方策が必要です。 

 

課題 3：まちの変化に対応したネットワーク 

 本市では、地区ごとに居住者の属性が大きく異なります。例えば、北西部の住宅団地でも、近年分

譲が始まった地区では、高齢者が少なく、若者世代が多い傾向があります。愛島台など新たな住宅開

発により、今後さらに人口増加が見込まれる地区もあります。また、閖上では、観光拠点が整備さ

れ、市内だけではなく、市外からの来訪も多くみられます。 

これらの地区別の居住傾向や来訪特性を考慮して、開発などの様々な要因で変化するまちの状況に

合わせて、本市の活力や賑わいにつながるような地域公共交通ネットワークの形成が必要となりま

す。 

 

課題 4：限定的な利用に留まる地域公共交通 

 地区別の差はありますが、本市では自家用車による移動の占める割合が高い傾向にあり、地域公共

交通の利用が限定的な状況です。 

地域公共交通を維持していくためには、自家用車による移動を徐々に地域公共交通に転換していく

ことが必要です。 
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5 本市の地域公共交通の基本的な方針 

5.1 本市の目指す将来像 

名取市第六次長期総合計画や名取市都市計画マスタープランなどの本市の上位・関連計画を踏ま

え、そのうえで本市の抱える課題を解決するための大きな方針を設定します。 

本市の最上位計画である名取市第六次長期総合計画では、基本理念として、多様な主体による市民

本位のまちづくり、地域の特性と魅力の引き出し、時代の変化に対応した持続的な発展を掲げていま

す。そのうえで「愛されるふるさと なとり ～共に創る未来へつなぐ～」を将来像としています。 

また、都市計画分野の関連計画である名取市都市計画マスタープランでは、交通分野に関連するキ

ーワードとして「健康で楽しい暮らし」や「快適で安全な生活基盤」、「都市の成長」、「賑わいと交

流」、「最適化した都市マネジメント」などが挙がっています。 

さらに環境基本計画や名取市教育振興基本計画などの都市・交通以外の分野の計画でも、移動手段

の充実や地域公共交通の利用促進がキーワードとして挙がっています。都市計画分野以外の視点も地

域公共交通計画を構成する重要な要素であると言えます。 

本市の課題としては、①将来にわたる地域公共交通の維持・確保、②運行ダイヤやネットワークな

どの各交通モード間の連携、③まちの変化に対応したネットワーク、④限定的な利用に留まる地域公

共交通があります。 

これらを踏まえて、地域公共交通の目指すべき将来像を下記のように設定します。 

 

 

 

 

 

現在調整中 
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5.2 取組みの方針 

将来像を踏まえて、様々な取組みを進めるうえでの方針を対応する課題などに沿って、下記のよう

に設定します。 

 

方針 1：将来にわたる地域公共交通の維持・確保 

 全体方針を実現するためには、本市を運行する各交通モードが緊密に連携し、利用者が快適に利用

できるような利便性の高い地域公共交通ネットワークを形成することが重要です。また、各交通モー

ド間が連携するだけではなく、商業施設や行政施設、集客施設などの都市機能の立地状況に合わせた

運行に向けて、調整することで利用者の移動ニーズにあった快適な移動手段の実現につながります。 

一方で、本市では今後も様々な開発が進行します。それらの開発をリードするように地域公共交通

のネットワークを形成することが持続可能なまちづくりにつながります。 

現在、生活する市民の移動の利便性の向上や今後のまちづくりを推し進めるような地域公共交通の

ネットワーク形成を図る施策を展開します。 

 

方針 2：都市サービスの享受につながる地域公共交通サービスの維持・確保 

 地域公共交通は日常生活の様々な目的で発生する移動需要に対応しています。地域公共交通の維

持・確保は市民の生活の質の維持にもつながります。高齢化の進行やコロナ禍による外出機会の減少

により、地域公共交通の利用者数は減少しています。本市では、地域公共交通の維持が困難な局面に

は現状では至っていません。しかし、そのような局面に至らないようにするための予防策が必要であ

ると言えます。 

そのため、今後も都市サービスを享受できるような、地域公共交通サービスの維持・確保に向けた

施策を展開します。 

 

方針 3：環境負荷の低減に向けた地域公共交通の利用促進 

 本市では、移動に占める自家用車の割合が高い傾向にあります。仙台都市圏の都市のひとつとし

て、市域をまたがる移動も多く、さらには今後も人口増加が想定される本市で今後も自家用車中心の

生活が続くことは環境負荷を高めることとなってしまいます。 

温室効果ガスの削減などを目指す潮流に合わせて、地域公共交通の利用促進を図るような施策を展

開します。 

  



名取市地域公共交通計画 5. 本市の地域公共交通の基本的な方針 

-40- 

 

課題と方針の対応は下図のようになります。 

 

図 課題と方針の対応  

本市のまちづくりが目指す方向性

本市の課題

方針1：都市機能と各交通モードが連携した利
便性の高い地域公共交通ネットワークの形成

利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成

移動ニーズにあった快適な移動手段の実現

開発などをリードする地域公共交通ネットワーク
の形成による持続可能なまちづくり

方針2：都市サービスの享受につながる地域公
共交通サービスの維持・確保

地域公共交通サービスによる都市サービスの享受
など市民の生活の質の維持

地域公共交通サービスの維持・確保が困難となら
ないような予防策の展開

方針3：環境負荷の低減に向けた地域公共交通
の利用促進

温室効果ガスの削減などを目指すうえで地域公共
交通の利用促進策の展開

市域をまたがる移動が多く、人口増も見込まれる
ため、自家用車中心の移動は環境負荷大

将来像

整合・連携

課題1：将来にわたる地域公共交通の維持・確保

移動実態踏まえると本市と周辺市を結ぶ地域公共
交通ネットワーク維持は必要不可欠

市内・地区内の移動をカバーするための交通モー
ドが必要

課題2：運行ダイヤやネットワークなどの各
交通モード間の連携

市域全体を網羅的にカバーする地域公共交通ネッ
トワークは強み

市民にとって利用しやすいサービスを目指してい
くことが重要

交通モード間の乗継の不便さなどが普段の移動に
おける困りごと

課題3：まちの変化に対応したネットワーク

地区ごとに異なる人口動態(若年層増加、少子高
齢化の進行)

まちの変化に合わせて、活力や賑わいにつながる
地域公共交通ネットワークの形成が必要

新たなまちの拠点の形成の進行

課題4：限定的な利用に留まる地域公共交通

地域公共交通の利用が限定的

自家用車による移動を徐々に地域公共交通に転換
することが必要
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5.3 地域公共交通の役割 

方針に基づき、将来像を実現するために、本市の地域公共交通が果たす役割を整理します。 

 

表 地域公共交通の役割 

位置付け 役割 具体の交通モード 

広域幹線 
・本市と隣接市を結ぶ広域的なネットワーク 

・市民の市外への移動手段 

・鉄道 

・宮城交通バス路線 

市域内幹線 

・市内の主要駅や施設への移動を担う市内移動のため

のネットワーク 

・市民の市内での移動を支える定時性のある移動手段 

・なとりん号(幹線) 

フィーダー 

・地区内の細かな移動を支えるためのネットワーク 

・市民の移動ニーズなどに合わせて、時間に縛られず

に利用できる移動手段 

・なとりん号(デマンド) 

・タクシー 

・そのほかの交通モード 
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5.4 将来の地域公共交通のネットワーク 

将来像に基づく、本市の将来の地域公共交通のネットワークを下記のように設定します。 

 

 

 
図 将来の地域公共交通ネットワーク  

至 仙台市

相互台

相互台東

ゆりが丘
みどり台

高舘

那智が丘

愛島台

愛島

愛島郷

愛の杜
名取が丘

増田西

増田

杜せきのした

館腰

閖上

美田園

下増田

広域幹線：鉄道 

広域幹線：路線バス 

市域内幹線 

フィーダー 

交通結節点 
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5.5 計画の目標 

5.5.1 目標の考え方 

計画の目標については、本計画の推進による効果を評価できるように設定します。具体には、本計

画で挙げた将来像や方針を実現するために、8つの施策を実施します。それぞれの施策により発現する

効果について、定量把握可能な評価指標を設定します。設定した評価指標を計画期間中にモニタリン

グして、進捗状況を評価します。 

なお、設定した施策のもとで実施する個別事業に関しても、それぞれで評価指標を設定し、計画全

体の進捗と同様にモニタリングできるようにします。 

 

 
図 評価指標の考え方  

方針1：都市機能と各交通モー
ドが連携した利便性の高い地域
公共交通ネットワークの形成

方針2：都市サービスの享受に
つながる地域公共交通サービス
の維持・確保

方針3：環境負荷の低減に向け
た地域公共交通の利用促進

将来像
将来像や方針を

実現するための施策
施策により発現する効果

(1)地域公共交通の利用者数増加

(4)来訪者数の増加

•なとりん号をはじめとした地域公共
交通が利用しやすくなります。

•また、主要な施設に地域公共交通で
行きやすくなります。

•そのため、地域公共交通の利用者数
が増加します。

(2)なとりん号の収支改善

(3)広域幹線の維持

評価指標

• なとりん号の利用者数

• 観光入込客数

• なとりん号の収支率

• 宮城交通バス路線の市
内の乗降者数

施策1
なとりん号の再編

施策2
交通結節機能の強化

施策3
MaaSの検討

施策4
観光と地域公共交通の連携

施策5
地域公共交通の維持・確保

施策6
輸送資源の総動員への備え

施策7
貨客混載の検討

施策8
モビリティ・マネジメントの実施

•市外の人も分かりやすい地域公共交
通となります。

•市内の移動に地域公共交通を利用で
きるため、来訪機会が拡大します。

•そのため、来訪者数が増加します。

•利用者のニーズや需要に応じた適切
な移動手段を提供します。

•そのため、なとりん号の収支状況が
改善します。

•市域を超えた移動を支える地域公共
交通を維持・確保します。

•そのため、市外の移動を支える広域
幹線を維持します。
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5.5.2 発現する効果 

（1）地域公共交通の利用者数増加 

本市内の地域公共交通ネットワークの利便性が向上することにより、利用者が鉄道・バス・タク

シーなどを利用しやすい環境が創出されていきます。 

利用者のニーズに合った運行ダイヤやネットワークによって、今まで地域公共交通を主な利用手

段としていなかった人の利用転換につながると想定されます。そのため、施策実施による効果を

「地域公共交通の利用者数の増加」に設定し、市内の主要な地域公共交通であるなとりん号の利用

者数により評価することとします。なとりん号は広域幹線である鉄道の端末交通としても利用され

ていることから、なとりん号の利用者数の増加は鉄道の利用者数の増加にも寄与しますので、地域

公共交通全体の動きをみる指標として設定します。 

なお、市内の地域公共交通ネットワークのひとつである宮城交通バス路線に関しては、市北西部

と仙台市を結ぶ移動手段として、後述する（３）市北西部の移動を支える広域幹線の維持に係る効

果を評価する指標とします。 

 

 

効果：地域公共交通の利用数の増加 

評価指標 現状値 

(令和３年度) 

目標値 

(令和９年度) 

考え方 

なとりん号の利用者数(人/年) 40.5 万人/年 46.8 万人/年 
・令和 4 年度末見込みから年 1％

の利用者増を見込む  
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（2）なとりん号の収支改善 

本市の地域公共交通ネットワークを支えるバス路線を今後も維持していくことが重要となりま

す。本市内の移動を支えるなとりん号は市域内幹線・フィーダーとしての役割を担っており、地域

公共交通ネットワークの改善を図ることで、なとりん号のより効率的な運行や利用者数の増加につ

ながると考えられます。 

そのため、施策実施により発現する効果を「なとりん号の収支改善」として設定し、なとりん号

の収支率により評価することとします。 

 

効果：なとりん号の収支改善  

評価指標 現状値 

(令和３年度) 

目標値 

(令和９年度) 

考え方 

なとりん号の収支率(％) 49.3％ 52.0％ 

・現状の幹線路線の収支率は再編

後も維持 

・現状の生活路線は平均の収支率

を 15％台に改善(現状 8.8%、お

おむね 2 倍) 
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（3）市北西部の移動を支える広域幹線の維持 

本市の地域公共交通ネットワークの中でも市北西部と仙台市を結ぶ広域幹線は北西部の丘陵団地

の生活を支える重要なネットワークです。 

施策実施により発現する効果を「広域幹線の維持」として設定し、該当する広域ネットワークの

運行を担っている宮城交通バス路線の市内の乗降者数により評価することとします。 

 

効果：広域幹線の維持  

評価指標 現状値 

(令和３年度) 

目標値 

(令和９年度) 

考え方 

宮城交通バス路線の市内の乗降

者数(人/年) 
●●万人/年 ●●万人/年  

 

 

（4）来訪者数の増加 

本市の地域公共交通の利便性が高まることは、来訪者の移動の快適性の向上にもつながります。

市内の観光誘客施設の新規立地と合わせて利便性の高さから観光の目的地として、来訪機会が拡大

することが想定されます。そのため、施策実施により発現する効果を「来訪者数の増加」として設

定し、観光入込客数により評価することとします。 

 

効果：来訪者数の増加  

評価指標 現状値 

(令和３年度) 

目標値 

(令和９年度) 

考え方 

観光入込客数(人/年) 116.6 万人/年 136.0 万人/年 
・コロナ禍以前の観光入込客数を

上回る回復を狙う 
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6 本市の実施事業 

6.1 実施事業の全体像 

施策に沿って、本市の目指すべき将来の地域公共交通ネットワークを実現するために、取り組む具体の事業を以下に示します。 

■都市機能と各交通モードが連携した利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 

施策 事業 実施主体 事業内容 関連する評価指標 
スケジュール 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

施策 1 
なとりん号の再編 

1-1 
幹線路線・デマンド交通での分担に
よるネットワーク再編 

名取市 
なとりん号を幹線路線・デマンド交通に分けて路
線を再編し、運行の効率化 

・公共交通による人口カバー率 
・なとりん号利用者数 
・なとりん号収支率 

     

1-2 他交通モードとの運行ダイヤ調整 名取市 
主に鉄道駅での乗換時間を考慮した利用しやすい
運行ダイヤについて検討 

・なとりん号利用者数 
     

施策 2 
交通結節機能の強化 

2-1 
主要な交通結節点での乗り継ぎ環
境整備(バス待ち環境の整備) 

名取市 
交通事業者 

主要な交通結節点の乗り継ぎ環境を整備 
（デジタルサイネージ・バス待ち環境整備など） 

・交通結節点での乗降客数 
     

2-2 
地域内の交通ハブ機能を持ったバ
ス停の整備 

名取市 
交通事業者 

鉄道駅などの主要な交通結節点以外のバス停への
アクセス性や利便性を高めるために、モビリティ
ポート整備について検討 

・バス停の整備件数 
・公共交通利用者数 

     

2-3 
パーク＆ライド、パーク＆バスライ
ドの推進 

名取市 
主要な交通結節点におけるパーク＆ライドなどを
推進 

・対象駐車場の利用件数 
     

施策 3 
MaaS の検討 

3-1 MaaS の実装に向けた検討 名取市 
MaaS の導入に向け、交通モード間や周辺施設との
連携を踏まえ検討 

・事業者意見交換会の実施回数 
     

施策 4 
観光と地域公共交通の連携 

4-1 
トレイルやサイクリング等の広域
周遊との連携 

名取市 
交通事業者 

・トレイルやサイクリング等の広域周遊と地域公
共交通の連携 

・シェアサイクリルの拡充と拠点設置を推進 

・観光と連携したツアーの
企画件数 

・名取市内の観光入込客数 

     

4-2 
観光誘客施設へのアクセス改善・サ
ービス連携 

名取市 
交通事業者 

・様々な交通モードの連携により観光誘客施設へ
のアクセス改善や施設間連携 

・地域公共交通利用の優待などを検討 

・アクセス手段となる公共
交通利用者数 

・名取市内の観光入込客数 

     

■都市サービスの享受につながる地域公共交通サービスの維持・確保 

施策 事業 実施主体 事業内容 関連する評価指標 
スケジュール 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

施策 5 
地域公共交通の維持・確保 

5-1 
既存路線バス機能の維持・確保 
【地域公共交通特定事業】 

名取市 
市民 

交通事業者 

既存路線バスの維持・確保に向けた関係機関との
調整 

・なとりん号利用者数 
・宮城交通対象路線の名取
市内の乗降客数 

     

5-2 移動需要の喚起 
名取市 

交通事業者 

・地域公共交通を利用する目的となるような需要
を創出・喚起 

・地域公共交通を利用した外出機会の創出 

・移動需要を喚起する取組
みの件数 

     

5-3 周辺自治体との連携 
名取市 

交通事業者 
周辺自治体と連携して、市民の生活圏や他地域か
らの来訪者のニーズに対応した取組みを推進 

・本協議会等を通じた意見
交換回数 

     

施策 6 
輸送資源の総動員への備え 

6-1 
自助・共助などの取組みの支え方の
検討 

名取市 
市民 

市内で自助・共助の取組みを進めている団体など
との意見交換を通じて、今後の取組みの方向性な
どを検討 

・取組み団体との意見交換回数 
・他都市事例の調査・研究件数 

     

施策 7 
貨客混載の検討 

7-1 
貨客混載による収益確保 
【地域公共交通特定事業】 

名取市 
交通事業者 

地域公共交通を活用した貨客混載の可能性に関し
て調査・研究 

・検討に向けた意見交換回数 
     

施策 8 
モビリティ・マネジメントの
実施 

8-1 学校モビリティ・マネジメントの実施 
名取市 
市民 

小・中学生、高校生を対象に地域公共交通の利用促
進を図る学校モビリティ・マネジメントを実施 

・学校モビリティ・マネジメ
ント実施回数 

     

8-2 住民モビリティ・マネジメントの実施 
名取市 
市民 

広報紙等を活用した啓発活動やデマンド交通の乗
り方をレクチャーするための動画を作成し、市民
へのモビリティ・マネジメントを実施 

・住民モビリティ・マネジメ
ント実施回数 

     

■環境負荷の低減に向けた公共交通の利用促進 

施策 事業 実施主体 事業内容 関連する評価指標 
スケジュール 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

施策 8 
モビリティ・マネジメントの
実施 

8-1 
学校モビリティ・マネジメントの実施 

【再掲】 
名取市 
市民 

小・中学生、高校生を対象に地域公共交通の利用
促進を図る学校モビリティ・マネジメントを実施 

・学校モビリティ・マネジメ
ント実施回数 

     

8-2 
住民モビリティ・マネジメントの実施 

【再掲】 
名取市 
市民 

広報紙等を活用した啓発活動やデマンド交通の乗
り方をレクチャーするための動画を作成し、市民
へのモビリティ・マネジメントを実施 

・住民モビリティ・マネジメ
ント実施回数 

     

8-3 エコ通勤等の実施 名取市 
自家用車での通勤を控え、環境負荷の低い移動手
段による通勤への転換を推進 

・エコ通勤認証事業者数 
     

実証運行 本格運行 

調整 

調整 

調整 

調査・検討 

調査 運用 

実証実験 実施 

調査・調整 実施 

協議・検討 

実施 

連携 

調査・研究 

調査・研究 

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 

実施 
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6.2 都市機能と各交通 モードが連携した利便性の高い地域公共交通ネットワークの形成 

施策 1：なとりん号の再編 

現状 ・名取市内を運行するコミュニティバス「なとりん号」については、運行開始以来、利用者

数が増加しています。 

・一方で路線毎に収支率に大きな差があり、特に生活路線では支出が過大な傾向にあり、利

用に対しての行政支出が増加しています。 

・市民の移動をみると、通勤・通学や娯楽目的では、仙台市方面への移動が顕著です。しか

し、市民アンケートでは、仙台市方面への輸送手段である鉄道となとりん号の乗り換えが

しにくい運行ダイヤになっているという意見が挙がっています。 

 

  

【なとりん号(幹線路線・生活路線)の利用者数(再掲)】 

 

 
【なとりん号の収支状況(2021 年度)(再掲)】 

 

  

幹線路線 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
まちなか循環線 48,761 48,120 49,143 61,760 66,797 52,911 54,662
愛島線 134,656 144,528 147,793 148,801 147,078 116,216 132,751
愛の杜線 61,025 63,387 61,787 61,760 66,797 61,509 63,535
県立がんセンター線 27,073 31,375 30,402 39,703 43,626 30,859 30,790
高舘線 67,301 72,083 67,573 40,019 41,326 38,555 39,292
閖上線 9,791 9,640 15,345 32,181 39,458 38,677 41,947

合計 348,607 369,133 372,043 384,224 405,082 338,727 362,977
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369,133 372,043 384,224

405,082

338,727
362,977
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生活路線 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
北目上原線 6,211 6,023 6,266 7,821 7,756 3,576 3,918
相互台線 8,996 8,881 7,956 8,791 9,093 8,189 10,341
館腰植松線 4,513 4,493 4,285 4,842 5,498 4,373 5,920
下増田線 4,548 5,570 6,133 4,721 4,690 3,159 3,290
美田園下余田線 1,043 1,057 1,050 1,129 1,342 978 925
東部閖上循環線 15,763 21,760 17,814 17,756
上余田線 1,822 2,467 3,916

合計 27,133 28,491 29,606 43,067 50,139 38,089 42,150
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各
路
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年
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乗
車
人
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(
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路
線
合
計
年
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乗
車
人
員

(

人)

　運送収入（千円） 9,602 23,320 11,161 5,409 6,902 7,369 565 1,492 854 475 133 3,119

　委託料（千円） 14,245 20,936 8,383 2,974 10,378 10,301 11,473 28,441 11,314 7,919 5,274 11,136

　収支率 67.4% 111.4% 133.1% 181.9% 66.5% 71.5% 4.9% 5.2% 7.5% 6.0% 2.5% 28.0%
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1-1 幹線路線・デマンド交通での分担によるネットワーク再編 

概要 

・なとりん号の既存路線を需要等に応じて、幹線路線・デマンド交通に分けて路線を再編

し、運行の効率化を図ります。 

・また、幹線路線に該当する既存路線の一部について、運行経路やバス停位置を見直して、

路線重複の解消や利用しやすさの向上を図ります。 

 

(1) 路線の再編 

・既存路線を利用特性等に応じて、幹線路線・デマンド交通に再編します。 

・幹線路線は定時定路線での運行とし、通勤・通学時間帯と日中時間帯で経路を変更して運

行します。 

・現状の定時定路線の路線の一部は利用需要に応じたデマンド交通に転換します。 

 
【路線再編案(通勤・通学時間帯)】 

 

 

【路線再編案(日中時間帯)】 
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概要 

(2) 重複路線の解消 

・既存路線の一部区間で見られる複数路線の運行経路重複を解消します。 

【重複の解消区間】 

既存路線 重複区間 対応 

愛島線 愛の杜循環線 愛島～愛の杜公園 愛の杜循環線で対応 

●●    

 

(3) バス停位置の変更 

・利便性向上のため、一部のバス停位置を変更します。 

【位置を変更するバス停】 

バス停名 変更理由 

名取が丘  

  
 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

  ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 

 

  

 

実施期間 

(2) 
 

 

  

 

実施期間 

(3) 
 

 

  

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

公共交通による人

口カバー率 
87.4％ 100％ 

・鉄道駅 800ｍ圏とバス停留所 300ｍ圏、

デマンド交通の乗降ポイント 300m 圏

の人口が総人口に占める割合 

・デマンド交通により市域全体をカバー 

なとりん号利用者数 40.5 万人/年 46.8 万人/年 

・路線再編後も現状のなとりん号利用

者が継続して利用できる環境を維持 

・現状でなとりん号を利用できない市

民がデマンド等でなとりん号を利用 

なとりん号の収支率 49.3％ 52.0％ 
・路線再編により収支率の低い現状の

生活路線の収益改善 
 

  

防災安全課の検討内容を今後反映 

防災安全課の検討内容を今後反映 

調整 

調整 

運行 

運行 

調整 

運行 
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1-2 他交通モードとの運行ダイヤ調整 

概要 

・なとりん号と他の交通モードの乗継の利便性を高めるために、主に鉄道駅での乗り換え時

間を考慮して、なとりん号の運行を検討します。 

・例えば、高齢者や障がい者が問題なく乗継できるように、バリアフリー化されたルートを

通った場合の所要時間を考慮して、乗継待ち時間を設定します。 

 

(1) 運行ダイヤの検討 

・鉄道の運行ダイヤ改正などと合わせて、乗継に配慮した運行ダイヤに必要に応じて見直し

ます。 

・見直しを図る際には、市内の人の動きに合わせて、例えば、下記のように配慮します。 

 

朝の通勤・通学の時間帯 夕方～夜の帰宅の時間帯 

  

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

  ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

    
 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

なとりん号利用者数 40.5 万人/年 46.8 万人/年 
・鉄道との接続改善により利用者数が

増加 
 

 

  

仙台方面への 
乗り継ぎに配慮 

仙台方面から 
乗り継ぎに配慮 

随時調整 
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施策 2：交通結節機能の強化 

現状 

・なとりん号と鉄道、タクシーなどの乗継ができる場所として主に鉄道駅があります。 

・鉄道駅にはなとりん号、タクシーの乗場案内・運行ダイヤの掲示などはありますが、複数

の交通モード間の乗継や行先に関する情報提供などが不足しており、スムーズな乗継に支

障があります。 

 

 

【名取駅でのバス案内の現状】 
 

2-1 主要な交通結節点での乗り継ぎ環境整備(バス待ち環境の整備) 

概要 

・主要な交通結節点の乗り継ぎ環境を整備します。 

・例えば、乗継案内や運行状況の情報提供のための取組み、待合用のベンチの設置などにつ

いて検討します。 

・取組みにあたっては、鉄道駅などの交通事業者が管理する施設だけではなく、鉄道駅周辺

の大型商業施設にも協力を依頼します。 

 

(1) 鉄道駅における乗り継ぎ環境整備 

・鉄道駅での乗り継ぎ環境整備として、駅改札

周辺でのバス案内の充実などを図ります。 

 例：名取駅改札前での東西バスロータリーに

発着するなとりん号の案内 など 

・鉄道駅のバス停においては、利用者がバスの

運行状況を確認できるような情報提供を図り

ます。 

  

 

 

【情報提供の 例(金沢駅)】 

  

改札口付近にバスの乗場情報
などを主要観光地別に掲示 

東西それぞれからなとりん号が発着するが、方
面や路線はバス停に行かなければ確認できない 
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概要 

(2) 主要施設における乗り継ぎ環境整備 

・行政施設や大型商業施設でバスなどの乗り継

ぎしやすい環境を施設管理者と協力して進め

ます。 

・例えば、施設の利用者滞留スペースの一部を

待合環境として活用することや施設内でバス

などの運行状況を確認できるような情報提供

の実施を図ります。 

 

 

【商業施設の一角に乗り継ぎ環境を 

       整備した例(新潟市)】 

【事業実施箇所のイメージ】 

・名取市役所：市民ホール内の既存のサイネージなどを活用しバスの発着案内を知らせる 

・イオンモール名取：仙台空港鉄道となとりん号の乗継待ち時間を過ごせる待合環境とし

て、鉄道・バスの発着案内を知らせるサイネージなどをフードコートなどに設置 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○  施設管理者 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 
   

 

実施期間 

(2) 
  

 
 

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

交通結節点での乗

降客数 
  

・鉄道や他交通モードとの接続改善に

より対象となる結節点の利用者数が

増加 

 
名取駅前・名取駅

西口(平日) 
964 人/日 1,200 人/日 

・なとりん号と鉄道の主要な交通結節

点である名取駅の 2 ケ所の停留所の

乗降客数を設定 

・なとりん号の利用者数と同程度に増

加と想定 

・令和 3 年度の乗降客数の計測値がな

いため、令和 2 年度値を採用 
 

  

商業施設の一角のイートインスペースに 
サイネージや IC カードチャージ機を設置 

随時調整 

随時調整 
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2-2 地域内の交通ハブ機能を持ったバス停の整備 

概要 

・鉄道駅などの主要な交通結節点以外のバス停へのアクセス性や利便性を高めるために、モ

ビリティポート※の整備を進めます。 

・例えば、バス停にシェアサイクルなどのポート機能を併設することで、バス停を起終点と

した移動の促進を図ります。 

 ※モビリティポートとは、交通情報や地域情報を発信するとともに、自転車や電動キックボード等

の小型モビリティの発着点の機能を持たせることで、交通結節点として機能する施設。 

  

 

【モビリティハブの例】 

出典：大日本印刷 HP 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○  施設管理者 

実施期間 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 
 

 

 

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

バス停の整備件数 0 件 1 件 ・5ヶ年の間でバス停を整備に向けて調整 

なとりん号利用者数 40.5 万人/年 46.8 万人/年 

・交通モード間の接続改善や端末交通

の充実により利用者数が増加 

・なとりん号の利用者数で評価 

・整備候補地の選定後は対象となるバス

停を通過する路線の利用者数で評価 
 

  

調査 

候補地検討 

関係者協議 

実証実験 

本格設置 
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2-3 パーク＆ライド、パーク＆バスライドの推進 

概要 

・主要な交通結節点のパーク＆ライドを推進します。 

 

(1) パーク＆ライド・パーク＆バスライドの推進 

・パーク＆ライド・パーク＆バスライドを施設管理者と協議して、今後も推進します。 

(2) パーク＆ライド・パーク＆バスライドの周知 

・パーク＆ライド・パーク＆バスライド可能な駐車場の情報等を市民に周知し、活用の促進

を図ります。 

 

 

【仙台空港鉄道・イオンモール名取と本市が連携して実施中の取組み】 
 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

  ○  施設管理者 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

    
 

実施期間 

(2) 
   

  

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

対象駐車場の利用

件数 
41 台/年 70 台/年 ・取組み推進により、利用件数が増加 

 

  

継続確保 

随時広報 
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施策 3：ＭａａＳ(Mobility as a Service)の検討 

現状 ・市内には複数の交通機関が運行していますが、料金体系や決済方法などが個別に異なって

います。 

・複数の交通モードを乗り継いだ利用の場合、乗り継ぎ案内が不充分なことがあります。 

3-1 MaaS の実装に向けた検討 

概要 

・交通モード間や周辺施設との連携に向けた MaaS の導入の検討を進めます。 

・既存の MaaS の枠組みへの参画や独自の MaaS の枠組み構築について検討します。 

(1) MaaS に関する調査・研究や企画・実装 

・国内の他都市事例を調査して、本市における取組みの検討や実装に向けた課題を研究します。 

・キャッシュレス決済などの MaaS 施策の展開のために必要な取組みを関係者間で調整し、

順次実装します。 

(2) 事業者意見交換会の実施 

・交通事業者や通信事業者との意見交換会を実施して、MaaS 実装により解決すべき交通課題

や交通以外の分野との連携可能性を調査します。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

  ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 

 

  

 

実施期間 

(2) 
    

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

事業者意見交換会

の実施回数 
0 回 

2 回/年 

累計 10 回/5 ヶ年 
・MaaS の実装に向けた検討機会を創出 

 

 

《参考》 MaaS について 

MaaS(マース)とは、”Mobility as a Service”の

略で地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応

して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを

最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行

うサービスです。観光や医療等の目的地における交

通以外のサービス等との連携により、移動の利便性

向上や地域の課題解決にも資する重要な手段です。 

 

【MaaS の概念】 
出典：令和 2 年度交通安全白書 

  

調査・企画 

随時実施 

実証実験・随時本格実施 
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施策 4：観光と地域公共交通の連携 

現状 ・本市はトレイルやサイクリングの中継地点が整備されています。 

・太平洋沿岸部ではかわまちてらす閖上や隣接する仙台市内における商業施設整備が進んで

おり、観光拠点を結ぶ、交通アクセスの向上が求められております。 

 

【かわまちてらす閖上】 
出典：名取市観光物産協会 

 

 

【名取サイクルスポーツセンターの 
       宿泊者受入れ環境の例】 

出典：名取サイクルスポーツセンター 
 

4-1 トレイルやサイクリング等の広域周遊との連携 

概要 

・トレイルやサイクリング等の広域周遊と地域公共交通の連携を図ります。 

・例えば、観光やスポーツ所掌部署が主体となって、公共交通利用とトレイル・サイクリン

グをセットにしたツアーを企画します。 

・また、交通事業者と調整して、サイクリングバス等の広域周遊を促進するような利用方法

の提案・実現を進めます。 

 

(1) トレイル・サイクリングと連携したツアーの企画 

・トレイルやサイクリングと公共交通機関が連携したツアーを名取市観光物産協会や名取市

商工会、名取市サイクルスポーツセンター、名取トレイルセンターなどの観光関係者や交

通事業者と協議して、検討します。 

・企画にあたっては、来訪者を対象としたニーズ調査を実施するなど、ツアーに求められる

内容や公共交通と観光が連携する場合の課題調査をはじめ、モニターツアーによる実証な

どを経て、本格実施に向けて調整します。 

 

【サイクリングバスツアーの例】 
出典：国際興業バス HP 
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概要 

(2) 事業者意見交換会の実施 

・交通事業者や名取市観光物産協会・名取市商工会などと意見交換して、観光のトレンドや

直近の観光課題を情報共有します。 

・そのうえで時流にあった取組みを検討します。 

(3) 公共交通と観光事業が連携したツアーの調査・研究 

・国内の他都市事例を調査して、公共交通と観光事業の連携に関して、本市における取組み

の検討や実装に向けた課題を研究します。 

実施主体 

交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○  
名取市観光物産協会 

名取市商工会 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

  
 

  

実施期間 

(2) 
    

 

実施期間 

(3) 
    

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

観光と連携したツ

アーの企画件数 
0 件 4 件 

・5 ヶ年の計画期間のうち、1 年目で調

査・検討、2 年目以降に年 1 件のペー

スでツアーを企画、実施 

名取市内の観光入

込客数 

116.6 万 

人/年 

136.0 万 

人/年 

・各種取組みによりコロナ禍以前の観

光入込客数を上回る回復を狙う 
 

 

  

調査・企画検討 

実証実験 

本格実施 

随時実施 

随時実施 
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4-2 観光誘客施設へのアクセス改善・サービス連携 

概要 

・かわまちてらす閖上などの観光誘客施設へのアクセスを改善します。 

・また、例えば近接する観光誘客施設を結ぶ新たなモビリティの運行等を検討します。 

・地域公共交通を利用した来訪による観光誘客施設での優待等を検討します。 

 

(1) 観光誘客施設へのアクセス改善 

・鉄道駅から離れた場所に位置している観光誘客施設のうち来訪者数が特に多いかわまちて

らす閖上に関して、名取駅や仙台市方面からのアクセス改善を図ります。 

・まずはかわまちてらす閖上来訪者の移動実態などを把握するための調査を実施して、観光

誘客に適した交通モードを検討します。 

・そのうえで実証運行等を通じて、利用状況のモニタリングなど、本格運行に向けて調整し

ます。 

 

【仙台市内から名取市内の観光誘客施設にアクセスするバス路線】 
出典：タケヤ交通 HP 

 

(2) 新たなモビリティの導入 

・閖上地区内には、かわまちてらす閖上を中心に名取市震災復興伝承館、名取市サイクルス

ポーツセンターや名取トレイルセンター、ゆりあげ港朝市などの市外からの来訪が見込ま

れる施設が集中しています。 

・閖上地区内を手軽に周遊するための新たなモビリティの導入を検討します。 

・例えば、超小型モビリティやグリーンスローモビリテ

ィ、コミュニティサイクルなどの様々なモビリティの

導入に関して、ケーススタディを実施します。 

・そのうえで、実証実験を通じて、利用状況や利用者ニ

ーズを分析して、本格導入に向けて調整します。 

※グリーンスローモビリティとは、時速 20km 未満で公道を走

ることができる 4 人乗り以上の電動パブリックモビリティ 

 【かわまちてらす閖上で 

      運行中のトゥクトゥク】 

出典：かわまちてらす閖上 Facebook 
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概要 

(3) 各種優待等の検討 

・市内の観光誘客施設と連携して、公共交通を利用した場合の優待等を検討します。 

 

【公共交通利用による優待の例】 
出典：花巻市 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○  関係施設 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

実施期間 

(2) 
    

 

実施期間 

(3) 
    

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

アクセス手段となる

公共交通利用者数 
  

・取組みによって公共交通でのアクセ

スが容易となり利用者数が増加 

 閖上線利用者数 115 人/日 135 人/日 
・観光入込客数の伸びと同程度に増加

と想定 

名取市内の観光入

込客数 

116.6 万 

人/年 

136.0 万 

人/年 

・各種取組みによりコロナ禍以前の観

光入込客数を上回る回復を狙う 
 

  

優待券 

調査・検討 

実証運行 

関係機関調整 

調査・検討・ケーススタディ 

実証実験 

関係機関調整 
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6.3 都市サービスの享受につながる地域公共交通サービスの維持・確保 

施策 5：地域公共交通の維持・確保 

現状 ・本市内の地域公共交通は一部の路線などでコロナ禍前から利用者数が減少しています。 

・少子高齢化が進む地域では、運転免許証返納後の移動手段を確保するために、地域公共交

通の維持・確保が必要です。 

5-1 既存路線バス機能の維持・確保【地域公共交通特定事業】 

概要 

・本市内を運行する鉄道のアクセス交通としての役割を担うなとりん号や市北西部から仙台

市への通勤・通学・買い物需要を支える役割を担う宮城交通バス路線の維持・確保に向け

た関係機関との調整を進めます。 

(1) 利用状況モニタリング調査の実施・連携 

・現状では、交通事業者が IC カード利用実績などをもとに、対象路線の利用状況をモニタ

リングしています。 

・利用者や沿線住民の意見や利用実態など、対象路線の今後の在り方を検討するために必要

な情報の収集を交通事業者と市が適宜連携して実施します。 

(2) 移動手段の維持・確保に向けた検討 

・利用状況モニタリング調査の結果をもとに、対象路線沿線地域における移動手段の維持・

確保に関して、検討を進めます。 

・検討の中では、運行本数などに限らず、高齢者・障害者割引制度などのあり方や活用方策

など様々な観点で市民や交通事業者と議論を深めます。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○ ○ ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

   
  

実施期間 

(2) 
   

  

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

なとりん号利用者数 40.5 万人/年 46.8 万人/年 

・交通モード間の接続改善や端末交通の

充実により利用者数増加を見込む 

・なとりん号の利用者数で評価 

宮城交通対象路線の

名取市内の乗降客数 

●●万 

人/年 

●●万 

人/年 
 

 

  

モニタリング 

協議・検討 
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5-2 移動需要の喚起 

概要 

・地域公共交通の維持・確保のために、地域公共交通を利用する目的となるような需要を創

出・喚起します。 

・観光や福祉、文化などに関係する部署・機関が連携して、市民が地域公共交通を利用して

外出するような取組みを推進します。 

 

【取組み例】 

・なとり夏祭りやうまいもん名取などの市内の催しとの連携 

・朝市との連携 

・市内の飲食店や小売店との連携：地域公共交通利用の特典としてのお買物券の配布など 

・大学との連携：地元大学等が主体の地域活動などで地域公共交通の活用を推進 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○   

実施期間 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

    
 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

移動需要を喚起す

る取組みの件数 
0 件/年 

2 件/年 

累計 10 件/5 ヶ年 

・毎年 2 件の取組みを実施し、移動需

要を喚起 
 

 

5-3 周辺自治体との連携 

概要 

・仙台市や岩沼市などの周辺自治体と連携して、市民の生活圏や他地域からの来訪者のニー

ズに対応した取組みを推進します。 

・そのために名取市地域公共交通活性化協議会(本協議会)等を活用して、関係者間での定期

的な意見交換を実施します。 

【取組み例】 

・アクアイグニス仙台とかわまちてらす閖上を結ぶ地域公共交通のネットワーク形成・活用 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○   

実施期間 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

本協議会等を通じ

た意見交換回数 
0 回/年 

2 回/年 

累計 10 回/5 ヶ年 

・毎年 2 回の協議会等で周辺自治体と

意見交換を実施 
 

  

取組み実施 

連携 
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施策 6：輸送資源の総動員への備え 

現状 ・本市では、鉄道や路線バス、なとりん号、タクシー、福祉輸送などにより、市域の移動を

カバーできています。 

・しかし、昨今のコロナ禍のように急な社会情勢の変化により、現在の交通モードだけで

は、市内の移動需要を支えきれなくなる状況にも備えておく必要があります。 

6-1 自助・共助などの取組みの支え方の検討 

概要 

・市内で自助・共助などの取組みを進めている団体や関係部署との意見交換を通じて、今後

の取組みの方向性や取組みの支え方などの考え方のすり合わせを進めます。 

(1) 福祉輸送などの事業の継続性確保 

・福祉輸送など本市内で取り組んでいる事業を維持できるように関係機関と調整し、適宜事

業内容の改善などを進めます。 

(2) 市内先行事例の実施主体との意見交換 

・市内で既に取組みしている団体などと定期的に意見交換会を実施して、地区における問題

の把握や移動手段の維持・確保に向けた取組みの方向性などを検討します。 

・必要に応じて、学識経験者や国などの意見も伺い、地区の問題解決に向けた最適解の検討

を支援します。 

(3) 自助・共助の取組みに関する他都市事例の調査・研究 

・国内の他都市事例を調査して、本市における取組みの検討や実装に向けた課題などを研究

します。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

 ○ ○  社会福祉協議会 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

実施期間 

(2) 

    
 

実施期間 

(3) 
    

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

取組み団体との意

見交換回数 
0 回/年 

2 回/年 

累計 10 回/5 ヶ年 

・毎年 2 回の協議会等で周辺自治体と

意見交換を実施 

他都市事例の調査・

研究件数 
0 件 5 件 

・各年 1 件の調査や視察等で他都市事

例を研究 
 

  

関係機関と随時調整・実施 

調査・研究 

随時意見交換 
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施策 7：貨客混載の検討 

現状 ・本市内の地域公共交通はコロナ禍による利用者数の減少を受けて、減収傾向にあります。 

・また、地域公共交通を活用して、商品やサービスに新たな価値を付加する事例も増えてい

ます。 

 例：鉄道の速達性を生かして産直野菜をその日のうちに消費者に届ける など 

7-1 貨客混載による収益確保【地域公共交通特定事業】 

概要 

・本市内の地域公共交通を活用した貨客混載の可能性に関して、調査・研究を進めます。 

 

【取組み例】 

・バス路線を活用した買い物支援の貨客混載：商業施設の商品の宅配にバスを活用 

・仙台空港鉄道を活用した旅行荷物の輸送：空港で預かった旅行荷物を物流事業者などと連

携し、美田園などの鉄道沿線の宿泊施設まで輸送、来訪者は手ぶら観光 

 
【貨客混載の活用例】 

出典：JR 東日本 HP 

 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

○  ○  物流事業者 

実施期間 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

    
 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

検討に向けた意見

交換回数 
0 回/年 5 回 

・貨客混載の可能性に関して、毎年意

見交換を実施して模索 
 

  

調査・研究 
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施策 8：モビリティ・マネジメントの実施 

現状 ・市内の鉄道沿線以外の地域では、自家用車を利用する割合が高い状況です。 

・過度に自家用車に依存した状況からの転換を図る必要があります。 

8-1 学校モビリティ・マネジメントの実施 

概要 

・小学生や中学生、高校生を対象に地域公共交通の利用促進を図る学校モビリティ・マネジ

メントを実施します。 

(1) バス・鉄道の乗り方教室の実施 

・市内の小中学校を対象に将来の進学などによる通学を見すえて、バス・鉄道の乗り方教室

を実施します。 

・実施にあたっては、交通事業者・学校関係者と具体のカリキュラムを協議します。 

  

【バスの乗り方教室の例】 
出典：柏市 HP 

 

(2) 公共交通の維持に関する講義の実施 

・なとりん号をはじめとした公共交通の維持に関する講義を実施します。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

 ○ ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 
    

実施期間 

(2) 
     

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

学校モビリティ・マ

ネジメント実施回数 
0 件 

3 件/年 

累計 15 件/5 ヶ年 

・毎年度 3 回(小学校 2 学年・中学校 1

学年)でモビリティ・マネジメントを

実施と想定 
 

 

  

随時実施 

随時実施 
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8-2 住民モビリティ・マネジメントの実施 

概要 

・住民を対象に地域公共交通の利用促進を図る住民モビリティ・マネジメントを実施しま

す。 

(1) 住民モビリティ・マネジメントの実施 

・市内でも特に高齢化率の高い地区などにおいて、免許返納後も安心して移動できるように

公共交通の利用周知を図る住民モビリティ・マネジメントを実施します。 

・北西部の住宅団地においては、宮城交通のバス路線の利用者数の確保に向けた住民モビリ

ティ・マネジメントを実施します。 

  

【住民モビリティ・マネジメントでのワークショップや出前講義の実施例】 
 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

 ○ ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

実施期間 

(2) 
    

 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

住民モビリティ・マ

ネジメント実施回数 
0 件 

2 件/年 

累計 10 件/5 ヶ年 

・コミュニケーションアンケート等を

年 2 回(2 セット)実施を目指す 
 

 

  

随時実施 

随時実施 
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6.4 環境負荷の低減に向けた公共交通の利用促進 

施策 8：モビリティ・マネジメントの実施【一部再掲】 

現状 ・市内の鉄道沿線以外の地域では、自家用車を利用する割合が高いです。 

・過度に自家用車に依存した状況からの転換を図る必要があります。 

8-1 学校モビリティ・マネジメントの実施【再掲】 

概要 

・小学生や中学生、高校生を対象に地域公共交通の利用促進を図る学校モビリティ・マネジ

メントを実施します。 

(1) バス・鉄道の乗り方教室の実施 

・市内の小中学校を対象に将来の進学などによる通学を見すえて、バス・鉄道の乗り方教室

を実施します。 

・実施にあたっては、交通事業者・学校関係者と具体のカリキュラムを協議します。 

  

【バスの乗り方教室の例】 
出典：柏市 HP 

 

(2) 公共交通の維持に関する講義の実施 

・なとりん号をはじめとした公共交通の維持に関する講義を実施します。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

 ○ ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

 
    

実施期間 

(2) 

 
    

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

学校モビリティ・マ

ネジメント実施回数 
0 件 

3 件/年 

累計 15 件/5 ヶ年 

・毎年度 3 回(小学校 2 学年・中学校 1

学年)でモビリティ・マネジメントを

実施と想定 
 

 

  

随時実施 

随時実施 
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8-2 住民モビリティ・マネジメントの実施【再掲】 

概要 

・住民を対象に地域公共交通の利用促進を図るための住民モビリティ・マネジメントを実施

します。 

(1) 住民モビリティ・マネジメントの実施 

・市内でも特に高齢化率の高い地区などにおいて、免許返納後も安心して移動できるように

公共交通の利用周知を図る住民モビリティ・マネジメントを実施します。 

・北西部の住宅団地においては、宮城交通のバス路線の利用者数の確保に向けた住民モビリ

ティ・マネジメントを実施します。 

  

【住民モビリティ・マネジメントでのワークショップや出前講義の実施例】 
 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

 ○ ○   

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

実施期間 

(2) 
   

 
 

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

住民モビリティ・マ

ネジメント実施回数 
0 件 

2 件/年 

累計 10 件/5 ヶ年 

・コミュニケーションアンケート等を

年 2 回(2 セット)実施を目指す 
 

 

  

随時実施 

随時実施 
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8-3 エコ通勤等の実施 

概要 

・自家用車での通勤を控え、鉄道やバス、自転車、徒歩などの環境負荷の低い移動手段によ

る通勤への転換を図ります。 

(1) 名取市役所のエコ通勤事業所認定 

・市内の事業者に先行して、まずは名取市役所におけるエコ通勤事業所認定を目指します。 

 

 

 

 

 

(2) 市内事業所へのエコ通勤の周知 

・市内の事業者にエコ通勤の取組みの周知を図ります。 

実施主体 
交通事業者 市民 名取市 国・県 その他 

  ○  市内事業者 

実施期間 

(1) 

令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

     

実施期間 

(2) 

 
    

関係する

評価指標 

評価指標 
現状値 

(令和 3 年度) 
目標値 

(令和 9 年度) 
考え方 

エコ通勤認証事業

者数 
0 件 5 件 

・毎年 1 件のエコ通勤事業所の認証を

目指す 
 

 

  

認定 

随時周知 

※エコ通勤事業所認定：国土交通省と公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団が進

める取り組み。エコ通勤の取り組みを実施する企業・団体を認定する制度。登録企業団

体にとっては企業イメージアップや駐車場経費の削減、従業員の健康増進、交通安全管

理などの面でメリットがある。 
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7 計画の推進 

7.1 計画の評価体制 

計画の評価体制については、名取市地域公共交通活性化協議会を設置して、毎年度に各取組みの進

捗状況を事業スケジュールや定量目標と照らし合わせて、評価します。 

 

7.2 計画の PDCAサイクル 

計画の目標年次に向けて、毎年度の評価を通じて、個別事業ごとの PDCAサイクルをまわします。 

そのうえで中間年次などに計画全体の PDCAサイクルをまわすためのチェック等を実施します。 

 

 


